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平
成
２１
年
１２
月
１
日
に
施
行
し
た
路
上

喫
煙
防
止
条
例
は
施
行
か
ら
１
年
が
経
ち

ま
す
。
そ
こ
で
、
駅
周
辺
の
路
上
喫
煙
禁

止
区
域
内
の
通
行
者
数
と
路
上
喫
煙
者
数

の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
（
八
潮
駅
周
辺

の
６
地
点
で
、
朝
、
昼
、
午
後
、
夕
方
そ

れ
ぞ
れ
２
時
間
ず
つ
調
査
） 

●
今
回
（
平
成
２２
年
７
月
調
査
） 

▼
通
行
者
数
１
万
２
５
１
４
人
▼
路
上
喫

煙
者
数
６２
人
▼
路
上
喫
煙
者
率
０.５０
パ
ー
セ

ン
ト 

●
前
回
（
平
成
２１
年
７
〜
８
月
調
査
） 

▼
通
行
者
数
１
万
１
７
０
２
人
▼
路
上
喫

煙
者
数
３２５
人
▼
路
上
喫
煙
者
率
２.７８
パ
ー
セ

ン
ト 

　
市
民
の
皆
さ
ん
の
環
境
意
識
の
高
ま
り

や
喫
煙
マ
ナ
ー
の
向
上
、
喫
煙
場
所
の
設

置
な
ど
と
路
上
喫
煙
防
止
条
例
が
あ
い
ま

っ
て
、
路
上
で
の
喫
煙
者
数
が
減
少
し
た

結
果
と
な
り
ま
し
た
。 

　
今
後
も
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。 

J
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
課
蕁
A
２
３
４ 

　
相
談
は
、
無
料
で
予
約
は
い
り
ま
せ
ん
。

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。 

Q
１２
月
９
日
貅
　
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時 

L
市
役
所
第
２
会
議
室
（
２
階
） 

O
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
け
る
人
権
に
関
す

る
相
談
※
相
談
員
＝
人
権
擁
護
委
員 

★
人
権
擁
護
委
員
と
は 

　
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
人
権
擁
護

委
員
は
、
国
民
の
基
本
的
人
権
が
侵
害
さ

れ
な
い
よ
う
に
監
視
し
、
侵
害
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
適
切
な
処
置
を
講
ず
る
こ
と

に
よ
っ
て
救
済
を
図
り
ま
す
。 

★
人
権
週
間
〈
１２
月
４
日
貍
〜
１０
日
貊
〉 

　
市
役
所
ロ
ビ
ー
に
お
い
て
、
１２
月
６
日

か
ら
１２
月
１０
日
ま
で
人
権
パ
ネ
ル
を
展
示

し
ま
す
。 

J
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
蕁
A
８
１
１ 

  

Q
１２
月
２４
日
貊
ま
で
　
午
前
９
時
〜
午
後

５
時
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
） 

L
企
画
経
営
課
（
２
階
） 

O
色
＝
黒
（
月
間
予
定
表
部
分
横
罫
線
型
）・

グ
レ
イ
ッ
シ
ュ
ブ
ル
ー
（
月
間
予
定
表
部

分
カ
レ
ン
ダ
ー
型
）
、
規
格
＝
１４
×
８.５
（
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
） 

P
５００
円 

J
企
画
経
営
課
蕁
A
２
３
３ 

   

　
市
で
は
、
身
寄
り
の
な
い
未
成
年
者
の

就
職
を
支
援
す
る
た
め
、
市
長
が
身
元
保

証
人
と
な
る
「
身
寄
り
の
な
い
未
成
年
者

の
就
労
に
係
る
身
元
保
証
制
度
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。 

N
両
親
が
死
亡
や
所
在
不
明
、
若
し
く
は

両
親
が
保
証
人
に
な
れ
な
い
と
認
め
ら
れ

る
方
、
ま
た
は
、
児
童
福
祉
施
設
に
入
所

し
た
こ
と
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
、
親
族
の

支
援
が
受
け
ら
れ
な
い
未
成
年
者
で
、
次

の
要
件
を
満
た
す
方 

①
公
共
職
業
安
定
所
や
学
校
、
児
童
福
祉

施
設
な
ど
の
職
業
紹
介
で
、
市
内
に
就
職

が
内
定
し
て
い
る
こ
と
。 

②
身
元
保
証
契
約
時
に
お
い
て
、
市
内
に

住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

保
証
期
間
　
３
年
以
内 

O
▼
身
元
保
証
契
約
は
、
八
潮
市
長
と
雇

用
主
が
締
結
▼
被
保
証
人
が
故
意
ま
た
は

重
大
な
過
失
に
よ
り
、
雇
用
主
に
業
務
上

の
損
害
を
与
え
た
場
合
、
市
が
１
契
約
３０

万
円
を
限
度
と
し
て
賠
償 

J
商
工
観
光
課
蕁
A
２
７
４ 

  
Q
１１
月
上
旬
〜
平
成
２３
年
３
月
下
旬 

L
市
内
の
公
共
下
水
道
供
用
開
始
区
域
の

一
部
（
南
後
谷
、
新
町
、
木
曽
根
、
二
丁

目
、
緑
町
一
〜
五
丁
目
） 

O
災
害
な
ど
の
緊
急
時
に
備
え
て
、
道
路

上
の
マ
ン
ホ
ー
ル
や
宅
地
内
に
設
置
し
た

公
共
汚
水
マ
ス
の
設
置
状
況
お
よ
び
劣
化

具
合
を
、
市
の
委
託
業
者
（
市
の
身
分
証

明
書
・
市
の
腕
章
を
携
帯
）
が
調
査
。 

J
下
水
道
課
蕁
A
４
２
２ 

   

Q
１１
月
１５
日
豺
〜
２１
日
豸
　
午
前
８
時
３０

分
〜
午
後
７
時
（
２０
日
・
２１
日
は
午
前
１０

時
〜
午
後
５
時
） 

相
談
専
用
電
話
　
蕁
０
５
７
０
・
０７０
・
８１０ 

O
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
※
相
談
員
＝
法

務
局
職
員
、
埼
玉
県
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
男
女
共
同
参
画
社
会
推
進
委
員
な
ど
の

女
性
相
談
員 

J
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課
蕁

０４８
・
８６３
・
９
５
８
９ 

   

　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
、
性
犯
罪
、
売
買

春
、
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス

ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
女
性
に
対
す
る
暴
力

は
、
女
性
の
人
権
を
著
し
く
侵
害
し
ま
す
。 

　
市
で
は
、
期
間
中
、
八
潮
メ
セ
ナ
・
ア

ネ
ッ
ク
ス
に
て
女
性
に
対
す
る
暴
力
防
止

の
パ
ネ
ル
展
示
を
行
い
ま
す
。
こ
の
機
会

に
、
男
女
の
あ
り
方
を
見
直
し
、
よ
り
よ

い
男
女
共
同
参
画
社
会
を
つ
く
っ
て
い
き

ま
し
ょ
う
。 

J
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
蕁
A
８
１
１ 
  

　
館
内
清
掃
な
ど
の
た
め
、
１１
月
２１
日
豸

は
臨
時
休
館
と
な
り
ま
す
。 

J
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
す
ら
ぎ

蕁
９９７
・
８
５
５
３ 

  

　
中
小
企
業
組
合
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
、

国
、
県
な
ど
行
政
庁
の
認
可
を
受
け
て
設

立
で
き
ま
す
。 

●
事
業
者
の
た
め
の
事
業
協
同
組
合
で
す
！ 

　
中
小
企
業
者
４
社
以
上
が
集
ま
り
設
立

で
き
ま
す
。
組
合
事
業
を
共
同
で
行
う
こ

と
で
、
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
を
は
じ
め
、
販
路

の
拡
大
、
受
注
の
確
保
や
取
引
条
件
の
改

善
な
ど
を
図
る
こ
と
に
役
立
ち
ま
す
。 

●
企
業
組
合
で
創
業
し
よ
う
！ 

　
事
業
者
に
限
ら
ず
勤
労
者
や
主
婦
、
学

生
な
ど
の
個
人
、
４
人
以
上
で
設
立
で
き

ま
す
。
事
業
が
限
定
さ
れ
な
い
た
め
、
特

産
品
の
販
売
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
衣
料
品

の
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
も
行
え
ま
す
。 

J
埼
玉
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会
春
日
部

支
所
蕁
０４８
・
７５３
・
０
１
１
１ 

http://www.saikumi.or.jp 
  

①
相
続
ま
た
は
贈
与
な
ど
に
係
る
生
命
（
損

害
）
保
険
契
約
な
ど
に
基
づ
く
年
金
の
税

務
上
の
取
扱
い
の
変
更 

　
相
続
、
贈
与
な
ど
に
よ
り
取
得
し
た
生

命
保
険
契
約
や
損
害
保
険
契
約
な
ど
に
係

る
年
金
の
所
得
税
の
取
扱
い
を
改
め
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
取
扱
い
の
変
更

に
よ
り
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

②
平
成
２２
年
分
青
色
申
告
決
算
等
説
明
会 

Q
１２
月
１
日
貉
　
午
後
１
時
３０
分
〜
３
時

３０
分 

L
八
潮
市
商
工
会
館 

N
個
人
事
業
主
の
方 

O
決
算
書
の
作
成
方
法
や
作
成
に
当
た
っ

て
の
注
意
点
な
ど
の
説
明 

―
①
②
共
通
― 

J
越
谷
税
務
署
蕁
９６５
・
８
１
１
１
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ  http://www.nta.go.jp 

  

Q
１１
月
２３
日
豢
　
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時 

O
賃
金
未
払
い
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
な
ど
に

関
す
る
無
料
相
談 

相
談
専
用
電
話
　
蕁
０４８
・
８７２
・
８
０
５
５

（
当
日
の
み
通
話
可
） 

J
埼
玉
司
法
書
士
会
事
務
局
蕁
０４８
・
８６３
・

７
８
６
１ 

  

　
県
で
は
、
地
球
温
暖
化
防
止
と
大
気
環

境
改
善
の
た
め
環
境
に
や
さ
し
い
自
動
車

の
運
転
方
法
で
あ
る
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
普

及
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
エ
コ
ド

ラ
イ
ブ
を
実
践
し
て
く
だ
さ
い
！ 

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
方
法 

①
ふ
ん
わ
り
ア
ク
セ
ル 

②
加
減
速
の
少
な
い
運
転 

③
早
め
の
ア
ク
セ
ル
オ
フ 

④
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ 

J
県
大
気
環
境
課
蕁
０４８
・
８３０
・
３
０
６
４ 

   

O
①
結
婚
＝
本
人
ま
た
は
三
親
等
以
内
の

親
族
の
結
婚
費
用
②
育
児
＝
妊
娠
か
ら
小

学
校
入
学
ま
で
に
発
生
す
る
育
児
費
用
③

教
育
＝
入
学
金
・
授
業
料
な
ど
の
教
育
資

金 融
資
金
額
　
①
②
１００
万
円
③
２００
万
円 

貸
付
利
率
　
年
１.９
パ
ー
セ
ン
ト 

※
利
率
は
改
正
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

※
別
途
、
保
証
料
（
０.７
パ
ー
セ
ン
ト
）
が

必
要
で
す
。 

※
申
込
要
件
（
県
内
在
住
・
年
齢
要
件
な

ど
）
と
申
込
後
の
審
査
が
あ
り
ま
す
。
審

査
の
結
果
、
ご
希
望
に
沿
い
か
ね
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。 

※
別
途
応
急
資
金
、
失
業
資
金
も
設
け
て

い
ま
す
。 

M
中
央
労
働
金
庫
県
内
各
支
店 

J
県
勤
労
者
福
祉
課
蕁
０４８
・
８３０
・
４
５
１

８ 
   

　
新
庁
舎
で
は
１１
月
２２
日
豺
か
ら
業
務
を

開
始
し
ま
す
。 

移
転
先
　
〒
３３８
―
８
５
１
３
さ
い
た
ま
市

中
央
区
下
落
合
５
―
１２
―
１
さ
い
た
ま
第

２
法
務
総
合
庁
舎 

J
▼
１１
月
１９
日
ま
で
蕁
０４８
・
８６３
・
２
２
１

１
▼
１１
月
２２
日
か
ら
蕁
０４８
・
８５１
・
１
０
０

０ 

Q

L

O

K

R

M

J

N

P

中
小
企
業
組
合
を
設
立
し
ま
せ
ん
か
 

平
成
２３
年
版
県
民
手
帳
頒
布
 

八
潮
市
特
別
人
権
相
談
所
開
設
 

市
内
マ
ン
ホ
ー
ル
等
調
査
実
施
 

自
動
車
の
運
転
は
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
で
！
 

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
 

全
国
一
斉
労
働
ト
ラ
ブ
ル
１
１
０
番
 

や
す
ら
ぎ
臨
時
休
館
 

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局（
本
局
） 

の
庁
舎
移
転
 

勤
労
者
向
け
融
資
制
度
 

（
結
婚
・
子
育
て
支
援
資
金
） 

路
上
喫
煙
者
の
数
を
調
査
 

〜
喫
煙
率
が
５
分
の
１
に
激
減
〜
 

身
寄
り
の
な
い
未
成
年
者
の
 

就
労
に
係
る
身
元
保
証
制
度
 

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
 

ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
 

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
 

〈
１１
月
１２
日
貊
〜
２５
日
貅
〉 

全国秋の火災予防運動 
11月9日（火）～11月15日（月） 

『「消したかな｣　あなたを守る合言葉』 
　この運動は、火災予防思想を一層広めることで火災の発生を防止し、高齢者
などを中心とする死者の発生を減らし、財産の損失を防ぐことを目的としています。 
【重点目標】 
１住宅防火対策の推進 
条例により義務化された住宅用火災警報器を設置しましょう。 
＊悪徳な訪問販売員による被害が各地で多発しています。十分注意しましょう。 
２放火火災防止対策の推進 
ゴミは収集日に出すことを徹底し、家の周りに新聞、雑誌など燃えやすいもの
は置かないようにしましょう。 
３地域の防火対策の推進 
　防災訓練に進んで参加し、地域ぐるみの協力体制を築きましょう。 

 ３つの習慣 
　☆寝タバコは、絶対しない。 
　☆ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 
　☆ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 
  ４つの対策 
　☆逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 
　☆寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。 
　☆火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。 
　☆お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント 

3つの習慣・4つの対策 

J消防本部予防課蕁９９６－０１３４ 


